
 

第六号の二書式（第二十条の三関係） 

 

建築士法第23条の６の規定による 

設計等の業務に関する報告書 

 

（第一面） 

 

建築士法第23条の６の規定により、設計等の業務に関する報告書を提出し

ます。この報告書の記載事項は事実に相違ありません。 

 

滋 賀 県 知 事  殿 

 

 令和 年 月 日 

 

 （ ）建築士事務所 滋賀県知事登録第 号 

 名 称  

    

 

 所在地  

 

 電話 （ ） 番 

 

 建築士事務所の開設者の氏名又は名称 

   

 

 事業年度 年  月  日～  年  月  日 

 

 

 



 

（第二面） 

 

建築士事務所の業務の実績 

 

 

建築物所在

地都道府県 
建築物の用途 構造及び規模 業務内容 期 間 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

（第三面） 

 

所属建築士名簿 

 

氏  名 

一級建築

士、二級

建築士又

は木造建

築士の別

及び管理

建築士で

ある場合

にあって

は、その

旨 

登録番号 

登録を受

けた都道

府県名 

（二級建

築士又は

木造建築

士 の 場

合） 

 

 

 

建築士法

第２２条

の２第１

号から第

３号まで

に定める

講習のう

ち直近の

ものを受

けた年月

日 

構造設計

一級建築

士又は設

備設計一

級建築士

である場

合にあっ

て は ､ そ

の旨 

 

 

構造設計

一級建築

士証又は

設備設計

一級建築

士証の交

付番号 

 

 

 

 

建築士法

第２２条

の２第４

号及び第

５号に定

める講習

のうちそ

れぞれ直

近のもの

を受けた

年月日 

        

計   

一級建築士 名 

二級建築士 名 

木造建築士 名 

構造設計一級建築士 名 

設備設計一級建築士 名 

 



 

（第四面） 

 

所属建築士の業務の実績 

 

 

所 属 建 築

士の氏名 

建 築 物 所

在 地 都 道

府県 

 

建築物の用途 

 

構造及び規模 

 

業務内容 

 

期 間 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

（第五面） 

 

管理建築士による意見の概要 

 

 

管 理 建 築 士 の

氏名 

建築士事務所の開設者に対して述べられた意

見の概要 

当該意見が述べら

れた日 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


